
レベル 授 業
学 ⽣

教 員 事務体制 会議等
⼊構・施設 課外活動

0 通 常

1 対⾯授業と遠隔授業
の併⽤

対⾯授業に出席する場合⼜は学内施
設を⼀部利⽤する場合，感染拡⼤防
⽌措置を講じたうえで，キャンパス
への⼊構を許可

⼀定の条件の下，公認サークルの活
動可能

①キャンパスへの出勤可
（教育研究に⽀障のない範囲でテレワーク

を推進）
②国内出張は可
③海外出張は可（感染症危険レベルが1

以下の場合に限る。レベル2以上の場合
は学⻑が特に認めた場合に限る。）

通常業務に従事（テレワー
ク・時差出勤を⼀部活⽤）

会議等は，メール等による持ち回りやZoom 
等によるオンラインによる開催を推奨。
※感染拡⼤防⽌措置を講じたうえ，⼀部対⾯
での開催は可（会場の収容率は100％以下を
厳守）

2 対⾯授業と遠隔授業
の併⽤

対⾯授業に出席する場合⼜は学内施
設を⼀部利⽤する場合，感染拡⼤防
⽌措置を講じたうえで，キャンパス
への⼊構を許可

⼀定の条件の下，公認サークルの活
動可能

また，⼀部⼤会の参加も可能（確認
書の提出が必要）

①キャンパスへの出勤可
（教育研究に⽀障のない範囲でテレワーク

を推進）
②国内出張は可
③海外出張の延期・中⽌
（学⻑が特に認めた場合を除く。）

通常業務に従事（テレワー
ク・時差出勤を⼀部活⽤）

会議等は，原則としてメール等による持ち回
りやZoom 等によるオンラインで開催。
※感染拡⼤防⽌措置を講じたうえ，⼀部対⾯
での開催は可（会場の収容率は50％以下）

3 原則遠隔授業
事前予約等の感染拡⼤防⽌措置を講
じたうえで、キャンパスへの⼊構並
びに学内施設の⼀部利⽤可

課外活動の原則中⽌

①原則テレワーク（遠隔授業の準備・実施
等のためのキャンパスへの出勤可）

②国内出張（不要不急の出張は⾃粛）は可
③海外出張の延期・中⽌

（学⻑が特に認めた場合を除く。）

テレワーク・時差出勤を活⽤
し，⼤学機能を維持するため
の優先度の⾼い業務に従事

会議等は，原則としてメール等による持ち回
りやZoom 等によるオンラインで開催。
※感染拡⼤防⽌措置を講じたうえ，⼀部対⾯
での開催は可（会場の収容率は50％以下）

4 遠隔授業のみ ①キャンパスの⼊構禁⽌
②学内施設の利⽤禁⽌ 課外活動の中⽌

①原則テレワーク（遠隔授業の準備・実施
等のためのキャンパスへの出勤可）

②国内外出張の延期・中⽌

テレワーク・時差出勤を活⽤
し，⼤学機能を最低限維持す
るための業務を中⼼に従事

会議等は，メール等による持ち回りやZoom 
等によるオンラインでのみ開催（危機対策本
部会議等は感染拡⼤防⽌措置を講じ，⼀部対
⾯で開催）

5 全授業の休講 ①キャンパスの⼊構禁⽌
②学内施設の利⽤禁⽌ 課外活動の中⽌ ①原則テレワーク（執⾏部のみ出勤可）

②国内外出張の延期・中⽌
テレワーク・時差出勤を活⽤
し，⼤学機能を最低限維持す
るための業務のみに従事

会議等の延期・中⽌（危機対策本部会議のみ
原則オンラインで開催）

新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のための⼩樽商科⼤学の⾏動指針（ＢＣＰ）

※１ 本⾏動指針（ＢＣＰ）は、感染拡⼤・収束等の状況に応じ、随時⾒直しを⾏う場合がある。
※２ レベルは，各項⽬に対して⼀律に適⽤することを原則とするが，項⽬ごとに異なるレベルを適⽤することもあり得る。
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